
建物賃貸借（いわゆる借家）契約終了時におけ
る原状回復費用を“敷金”から差し引く特約は

有効か
】不動産の所有と利用の問題を基礎に若干の裁判例の検

討を中心にして－

田　巾　嗣　久

一　はじめに

およそ賃貸借契約（本楯では建物の貨甜倍、いわゆる借家について取りとけ

る0）においては、特定日的物を一定期間使刷冥益した後にそれを返即すると

いう性質から、当該目的物の通常の使川収益による損粍（以下、本稿において

健脚員耗Ll）という0）は人なり小なり回避することかできない運命にあるが、

有償契約であるほ貸借契約の本省からして、仙川損耗を回復する費用（いわゆ

る原状回復北川）は貸主が淑得する利益総体を上回ることはありえず、賃侶料

に包含されるか、特別の損宮賠償請求で解決が凶られるか、いずれにせよ何ら

かの形において借主から回収されるへきものである。

建物賃持借契約（借家契約）においても当然この再叩り題となるが、たとえ

ば、レンタカーやレノタルヒテオ等＝箱右われている他の賃馴借契約と比へ、

建物賃貸借は目的物の価格並びに賃持借間問等の規模が人きく、また、建物は

「衣・食・什」の奉安な構成要素であるにもかかわらず、1′地面積が狭J量で、

人口の大部分が人都市部に集中しているわが国にあっては、「住」の確保が最

重要課題であるため、他の賃貸借契約とは比較し得ないはとの祉全問題を引き

起こす。

建物賃貸借契約の場合、通常月払いの家賃という形態において有償件を漏足

させるが、そのほかにも、敷金または権利金、保証金等様々な名称で、賃貸借
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当初に借主から貸主に対して相当多額の一定金銭の前渡をさせる慣行が全国的

に普遍化しているため、捌犬回復費用を借主の負担として、これらの前渡金、

特に敷金から回収することが可能であるかが問題となる0

貝休的には、建物賃貸借契約締結にあたり、賃貸借契約終了時における‘徴

金”からいわゆる1甜犬回復費用を差し引いて返還させる特約（以下、本稿にお

いて闘犬l司復費用特約という。）の締結が有効かという形で争われているが、

この問題は、民法の大原則である契約自由の原則と社会政策としての弱者保護

の問題が複雑に絡み合い、さらには、不動産をめくる「所有」と「利用」の刺

立場l師こおいて、「利用」保掛こ傾きすきた不動産利用を、定期借地権や定期

建物賃貸借の創設にみられるような「所有」の保護への軌道修正をしつつある

時代背景とともに考察すへき問題といえるのである。

二　特約の有効説と無効説の対立

1．序論

前述したように、この問題は、賃貸借契約終了時において、契約締結時に引

き渡した敷金から願伏回復費用を差し引いて返還する取状回復費用特約が有効

か無効かという形で争われているが、この点を検討する前提として、敷金の法

的性格を明らかにする必要がある。ところで、建物賃貸借契約に際しては、敷

金たけではなく、権利金、保証金等の名称で、借主から貸主に対して一定金銭

の前渡をさせる慣行が相当以前から広範囲に行われているが、これらに関して

の法律上付随規定は存flするも直接的な性格規定や小心的効力規定も存在しな

いため、そのは的性格に関しては慣行で判断されるへき部分が多い。

判例は、敷金について、「賃借人力其ノ債務ヲ担保スル目的ヲ以テ金銭ノ所

有権ヲ賃貸人二移車ムノ賃貸借終了ノ際二於テ賃借人ノ債務不履行ナキトキハ賃

貸人ハ其ノ金額ヲ返還スへク若不履斎】アルトキハ其ノ金郁中ヨり当然弁済二充

当セラルヘキコトヲ約ンテ授受スル金銭ナり」と判示LL＝）、この、t場は、多

少の差異はあるにせよ、その後の一一質した判例の見解となっている。つまり敷

金とは、不動産特に建物の賃貸借契約に際し、琵料債務その他の「賃借人の債
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務」を担保する目的で、賃借人から賃貸人に交ィ、Jされる金銭であって、契約終

7の際に、賃借人の金銭債務でホ履行のものがあれば、う然その相が減額され、

債務イ瀾行かなければ、全容が賃借人に返還されるべきものをいう。したがっ

て、名称の如何は問わないのであり、たとえ敷金という吉倉が使用されていて

も、賃貸人に無条件に支払われ、返還されない趣旨か明【′1なものは、ここにい

う敷金ではない■㌔

敷金は、賃借人の仙務を担保する目的で交付されるものであり、その担保さ

れる債樅の闘恥こついて、判例は、「家屋賃貸借における敷金は、賃貸借存続

中の賃料債権のみならず、賃甜苦終了後家屋明渡義務軌までに′lLる倒斗相

当損害金の債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して蚊得すること

あるへき一切の債権を担保し、賃貸借終了後、家脚月度しがなされた時におい

て、それまで／1したイ一一切の被担保債権を控除しなお残敵があることを条件と

して、その残額につき敷金返還請求権が発′tする」と判小するりノ。したがっ

て、敷金は「賃貸人が持偶人に対して取得することあるべき一切の債権」につ

いて担保機能を負担された金銭であるから、原状回復費用特約の有効性が確認

されれば、原状回復毀用を敷金によって担保することが可能と考えられる川。

以卜、原状回復費用特約は打効か無効かについて順次検討してみることにす

る。

2．有効説の考え方

（1）契約自由の原則をもとに

大阪高裁平成16年5月27日判決′・・・は、賃岱借契約終了の際の原状回復義務

の梅酢こついては、特約のないド昆り、いわゆる通常損耗に関する部分は含まれ

ず、その修繕費用は賃貸人が負担すべきものと解されるか、これと異なる特約

を設けることは契約戸川lの原則から認められるとする。

（2）賃料に含めて徴収する方法と比べての合理性から

ln圧く人阪高裁平成16年5月27日判決は、特約において賃情人負担とされる

通常損耗に関する修繕費用は、′巨蘭こよる壁や天井クロス㌧ふすま等の変色・
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汚損・破損や重昂物設置による畳や床材料のへこみ・傷等であって、これらが

賃借人の居室利用尤況によって損耗の発生の有無や程度が大きく異なりうるも

のであり、新たな人属者との関係では従前の入居者の入居期間の良短にかかわ

りなく賃蛮人は・定の1」フォームをする必要があることなども考慮すると、特

約を設けてこれを賃借人の負担として個別的に精算する方法自体は、これをあ

らかじめ一般的に見梢もって賃料に含めて徴収する〟法と較へて、むしろ合理

的であるとする。

（3）条件付有効説について

基本的には有効説に立ちながらも、無条作に白効とするのではなく、借主が

特約の趣旨を十分に理解し、白山な意思に基っいてこれにl司意したことが積極

的に認定されることを条什として有効とする考え方もある（条件付百効説りり。

なお、人阪高裁平成15咋1川21円判決は、一般に建物賃貸借契約終了時にお

ける峻別日掛こよる原状回復費用は、通′削員粍分が実質賃料の構成要素である

必要繹矧こ含まれていると考えるのが合理的であることから、特約がなし、限り

これを代貸人が負担すへきものと解するのが相当であること、使用損耗分の負

掛二俣するこのような取掛、は、本件建物賃貸借契約当時公的にも望まい、も

のと認められ、これに反する特約の排除が図られていたことなとから、このよ

うな使用損耗を賃借人か負担する旨の特約の成立は、賃借人がその趣旨を†分

に理解し、臼由な鼠軌こ盛ついてこれに同意したことが積極的に認定されない

l；封）、′友易にこれを認めるへきではないと判示した上、本件建物賃貸借契約締

結＝以前にほしが倍i‾に対して右特約について説明したことを認めるに足りる

証拠はなく、また、契約締結ヒ1においてら、貸主は契約締結手続の「小こ契約諾

を一通り読み「けて説明したが、特約は各口で読んでおくように顧み、また退

去時の手続に関する部分を一通り読み上げたたけであり、このような形式的な

手続の腐践たけで借主が契約菖本文とは異なる本作特約の趣旨を理解し、自由

な意思に基ついてこれに同意したと認めることはできないとして、特約を無効

とする㌧“、。
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3．無効説について

（1）その根拠について

（イ）公序良俗違反を理由として

大阪高裁平成1昨7月30日判決は、特約の内矧こついては、焼判決と同様、

使用損耗の修繕費用を借主に負担させるものとして成立していると解釈した上

で、特約の効力については、（ア）民法の原則は、家賃の領の使用指耗の修繕

費用は考慮されており、退去時の原状回復義務の範凶には含まれていないこと、

（イ）貸主は地方住宅供給公拙ムにより設立された法人であり、賃貸料が適正

になるように努める義務が諜されていること、（ウ）特俊釦」、の趣旨および制

度設計や原状回復の費用から、使用損耗の修繕費川を除外するように定められ

ていること、（ェ）使用損耗については、標準契約書や特優賃法の審議経過、

カイトラインを通じて退去時にその修繕曹川を借トに負押させないように立法・

行政が対応してきており、大阪府建築都市部住宅まちっくり政策課長名で同貸

主に対して、使用損耗を僧⊥には負担させないように指導していたこと、等の

事情に義っいて考慮した結果、使用損耗を借上に負担させる原状回復特約は、

特優賃法施行規則13条が禁止する「不当な即別に1たるというべきであり、

公法人としとの地方住宅供給公祉の要求に答えるへき責務を負っている同公社

が、優越的なl刺系にある椚lに対し、他用損耗を原状回復の範匪＝こ含めた特約

を一方的に定め、それにより一律に契約を締鶴させ、情iに「イ巧な負担」を

させることは、特優賃法の規制を著しく逸脱し、社会通念卜も容認しがたい状

掛こなっていたと認めるのか相、■1であるとして、公序良俗に違反して無効とす

るr勺J。

ただし、このノ軸こついて前掲大l板高裁平成16咋5ノ」27日判決は、「標準契約

書や特優賃法に関する運用通達や日も金融公庫の指執こおいて推奨されている

契約割は、紛争を未然に防止する「」的で作成されたもので、契約当事者にその

使用を強制するものではなく、それと異なる内谷の契約がすへて向ちに賃借人

に不利益なものであるとか公序良倫こ反するものと解されるわけではない。ま

た、カイトラインも、賃貸住宅の原扶回復にかかる契約関係や費用負担のルー

ルのあり方を明確にして契約内容の適止化とトラフル防止を凶るために、作成
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時点で適正妥当と思われる一般的な基準をとりまとめたものであり、やはり、

その使用が強制されたり法的拘束力を有したりするものではなく、そこでは原

状回復の内容、方法等については、最終的には契約内容、物件の使用の状況に

ょって、個別に判断、決定されるへき」としたうえで、本件特約の内省は、賃

借人にィ、当に不利益な負担であるとか公序良附こ反するものではないとしてい

る。

（□）原状回復特約は公序良俗に違反するか

原状回復費用特約を公序良俗違反とする見解は、

・原状回復費用を借上負担とすることが自体が公序良俗に反する。

・原状回復費用を家賃からではなく敷金から差し引くことが公序良俗に反する。

のいずれかの理由に基つくことになる。前者によれば、原状回復費用はあく

までも家4－負担と結論されるが、これは、家しの利益となる家賃の絶対的数値

が定められている場合には意味をもつが、家主の利潤の厳格な基準が存在せず、

家賃の額が原則として自由に定められる現状では、原状回復要用分の家賃の膨

張を生むだけの話である。また、原状回復費用を家賃からではなく敷金から差

し引くこと自体が公序良俗に反するとする後者によっても、家主が汁該家賃に

原状円復啓用は含まれていないとの前提で特約をした以上、同様に家賃の膨張

を／1三むだけの結果となる。

いずれにせよ、原状回復費用特約を公序良俗違反と捉えることは、その分の

家賃増額という結果をもたらすが、問題なのはその増額分が後述（（2）の

（ロ）参照）のように、借主の相対的負担増の可能性をはらむことである。つ

まり、∵家主側は、これまで敷金から差し引いてきた原状回復費用を家賃の中か

ら回収することを理由にした、「とさくさに紛れた」実質上の家賃の値上げも

くろむと予想され、原状回復啓開特約を公序良俗違反を理由に無効とすること

は、将来的に借主への負担増として跳ね返る大いなる危険を覚悟しなければな

らない。家tの利潤総体の厳格な基準が存在しない以上、原状回復費用特約を

公序良俗違反とする見解は意味がなく合理的ではないのである。

（ハ）消費者契約法10条違反を理由として

京都地裁平成16年3月16日判決は、賃貸借契約が終了したときは、賃借人は
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目的物を返還しなければならないが、賃王寺期間中の使用収益により目的物に物

理的変化が生じることは避けられないところであるから、民法上、賃借人は、

契約により定められた用法または［‾†的物の帖質に応じた通常の用加こ従って使

用収益をした状態で目的物を返還すればたり、本件原扶回復特約は貨値入の目

的物返還義務を加重するものといえるとしたうえで、（ア）賃借人か、賃貸借

契約の締結にあたって、明渡し時に負押しなければならない使用損耗等による

原状回復費用を㌢想することは因難であり、本イ′1のように賃料には原状回復費

用は含まないと定められていても、そうでない場合に比／＼て賃料がとの程度安

いのかを判断することは附難であるから、賃借人は、賃貸借契約締結の意思決

定にあたってのl分な情報を而していないといえること、（イ）本件賃貸借契

約のように原状回復出川の単相等が定められている場合であっても（そのよう

な定めがない場合にはなおさら）、異体的な使用員耗等の有無、原扶回復の要

歪または闘犬回復費用の額は明渡し帖でないと明らかにはならないこと、（ウ）

賃借人が使用損耗の有無等を争おうとすれば、敷金返還請求訴訟を提起せざる

を得ず、賃借人にとって負抑となること、（工）本件のような集合住宅の賃貸

借において、入居申込者は、賃建人の作成した賃貸借契約書の契約条項の変更

を求めるような交渉力は市していないから、賃貸人の提示する契約条件をすへ

て承諾して契約を締結するか、あるいは契約をしないかのとちらかの選択しか

できないこと、（オ）以仁に対し、賃等人は、将来の自然損耗による尉犬回復

費用を予想することは可能であるから、これを琶料に含めて賃料紬を決定し、

あるいは賃則借契約締結時に賃貸期間に応じて定視の原人鞘復費用を定め、そ

の負担を契約条什とすることは可能であり、また、このような方法をとること

によって、賃借人は、原状回復費用の高い安いを賃貸借契約を綿粕するかとう

かの判断材料とすることができること、等の点を考慮すれば、使用損耗等によ

る原状回復費用を賃借人に負担させることは、契約締紬こあたっての情報力お

よび交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害するものといえるとして、消費者

契約法10条に違反して無効とする。

（ニ）原状回復架用特約は消費者契約法10条に違反するか

消費者契約法10条は、「民法、商法その他の法律の公の秩序に閑しない規定
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建物債貸借（いわゆる借家）契約終了時における剛胴復費用を“敷金”から差し引く特約は鮒か（削l）

の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重す

る消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して

消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と規定するが、果たして、

原状回復費用特約はこの規定に反するといえるであろうか。

本条は、消費名の利益保護を図る規定であるが、建物賃貸借契約のように国

民生活の根本に根ざした必須小可欠の契約で、しかも全国的規模で、現在の消

蔦者のみならず未来の消費者にもかかわる契約の場合、そこで保護される消魚

苗像は、家主の総体に対する借家人という消費者の総体である。したがって、

近視眼的に消費者保護を考えるのではなく大局的見地からの消彗者保護の問題

として考える必要がある。現れの借家人の一時的な保護にはなっても、その1又

動的不利益を未来の借家人に及はすようでは頁の意味における椚家人（消費者）

保護にはならない。借地・借家人を保護するための借地惜家法における「正当

事山」の厳格解釈が、「惜し渋り現象」を引き起こし、俊良借地借家物件の供

給の障害となった雁史的教訓を思い起こす必要がある（不動産の所行と利用の

問題ノ・烹）。

原状回復食用特約を百効とすることが、使用損耗の価格の家賃への転嫁によ

る家賃増額を招来することに成りかねないことを考えると、現在及び未来の借

家人という消費者の総体の利益を考えたとき、この特約自体は、決して消費者

契約法10条に違反するとはいえないと思われる。

（ホ）原状回復特約は借地借家法からみて問題か

借地借家法も、借地概の存続期間を30年以上とし（同法3条）、更新には止

当事由を必要とするなと（l司法6条、28条）、民法の原則を大きく催1］こしたさ

まさまの借地借家人保護の規定を定め、強行法規化している（同法9条、16条、

21条、30条、37条）が、そこから導かれる同法の精神は、侶主保護の観点に立

脚したものである。

そこで、原状回復費用特約は、低地借家法的観点から許されさるほと侶主の

利益を害しているかとうかである。確かに、「通常損耗は家主負担」といって

しまえば借主保護の見地からは単純明瞭な解答となるが、これまでにも述べて

きたように、家主側の利潤に絶対的数値があるわけではないこと、家主側を迫
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い詰めることは劣悪物件を増やすロ牌件があること、将来の借上も含めた借主

総体の保詔の見地からの考察が必要であること等を考えるならは、借地借家法

的観点から許されないほと借主の利益を害しているとはいえないものと思われ

る（不動産の所有と利用の閃題ノ且）。

（2）その結果について

（イ）家賃増額の可能性

建物賃貸借契約は、家主側からすれば、社会政策的な慈善事業ではなく利潤

追求のために行われる契約である以卜、（原状回復矧¶）←（家主の利潤）く

（家賃総軸）であるから、原状回復膏用特約を無効とした場合、家主の利潤確

保のために巌終町こは家賃増額の結果とならさるをえない。つまり、この問題

は、原状回復費用を家賃と敷金のいずれから回収するかの問題であるが、特約

により敷金から差し引こうとする蒙り別の意識は、家賃ではなく敷金に含まれ

るというものである以上（そうでなければ、原状回復蟄柑特約は家モ側に二重

取りとして詐欺罪の成立も肯定しうることにもなりかねないが、そこまで結論

付けることは妥当ではない0）、楯状回復費用特約が無効との結論が定着した場

合、全国的な家賃への転嫁、つまり家賃増額が危惧されるのである。

家主側に使用員耗分を負担する気があるはずはなく、原状剛復啓用特約が不

可能となれば、将来的最終的には家賃値しけでの対処が予想され、総体として

の家主と総体としての借家人の対立問題として捉えた場合、使用損耗分はこれ

までとおり敷金から差し引くのか、それとも安！王に含むものとして家賃の増紙

を招くのか、そのいずれかの閃題に過きないようにも思われる。

（□）借主の総体的負担増の可能性

家賃の増額で原状魚用を賃料から回収する場合、借工の餌巳軌が契約当初か

ら明確となる利点はあるか、総体として考えた場合の借主の負担が増加させら

れる可能性がある。それは、倒仙復費用を敷金でfR促し得ない以上、家主側

は早期に家賃からの確保を図るため、原人回復平均額を確保した以降は、結果

的に借主の負担増となるからである。たとえば、平均的使用状態で原人回復費

用特約では敷金から12力‖差し引くケースでも、家主側が月額家賃の一割増で
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の対処を図った場合、月報家賃6万円で6万6千円となり、2年間で14プラ4千

日となるし、それが3年となっても敷金から引かれる額は単純に12万円×昔

とはならないが、増額家賃分は確実に6千円×12月＝7万2千円となる。

（ハ）借主全体考えた場合の不公平性

原状回復費瀾特約で敷金から差し引く場合、刷りとして個々の具体例に応じ

た観、つまり、「汚し貝合」に見合った額が差し引かれるため、ある意味にお

いては借主間に平等ともいえるが、家賃に含ませる場合、賃貸借期間が長期に

なるはと家賃増額分の総額は単純に増加するが、それに比例して原状回復費用

が増加するわけではないため、厳格に比較するならば借主相互間において不公

平が牛じる。

（ニ）借主の賃借建物に対する管理態度悪化への懸念

敷金が原状回復費用の担保とされている場合と比較して、借主が賃借建物に

対する管理態度が悪化することへの懸念も否定し得ない。もちろん、通常の使

用範囲を逸脱した損耗については損害賠償請求の対照となり敷金によって担保

されるが、問題はその程度に至らない許容範囲内での使用態度に与える微妙な

影響についてである。許容稲園も決して数値的に厳格なものではなく相当アハ

ウトなものであるから、通常使用損耗は担保の範囲外という認識での使用と、

掛ナている敷金から差し引かれる可能性を潜在意識の中にせよ認識しながらの

使用とでは差異が生じて当然であり、それは、将来的にさらなる家賃増額への

跳ね返りも予想される。

（ホ）賃料が増額しない場合の低家賃物件減少の危険性

馴大同復費用特約は無効との結論が定着したにもかかわらず、家賃を据え置

く家主が出てきた場合、それとの対抗L家賃増額の動きが生じないことも短期

的にはあり得るが、それは、原状回復費用を家主側の負担、つまり家主側の犠

牲のもとに成り立つ言占であり、長期的スパンで捉えることは困難である。仮に、

長期的にも家主側負担のままとするならば、借地借家法の「正当事由」を厳格

に解釈しすきた結果とl司じく、家主側の「貸し渋り現象」、特に低所得層を対

象とした低家賃物件の減少という形での問題をはらむ危険性もある。
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（へ）契約自由の原則に対する過度の干渉

契約白山の原則は、締結の〔」由、相手方選択の口由、内芥決定の自由、方式

の自由の内省から構成されるが、本稿で問題となるのは、内容決定の自由、つ

まり、契約を締結するに際し、その内零をとのようにも定めることができると

いう自由である。

しかし、資本主義の高度な進展は資本の極端な集中をきたし、大企業が経済

社会における独占的地位を確立すると同時に、衣食佃こおける住は経済生活の

基本であるが、その確保の必要性という観点から地家主が借地借家人に対して

優越的を占めるにいたり、契約自由の原則も経済的弱帯、とりわけ消曹者保護

の見地から、大幅な修正を余儀なくきれる0細こ、借家間執ま、経済的弱者で

あり消費者でもある建物借主の保護という基本的立場にたった問題解決が要詣

され（借家問題は、あたかも契約日由の朋■」の例外の見本のような扱いを受け

る問題の一つとして位郡付けることがロJ能である0）、借地借家人の保護に関す

る借地借家法、消費者保護の総合施策に関する消費者契約法等の立法精神、あ

るいは公序良俗違反等に鑑みた解決が凶られねばならないのは当然である。

しかし、契約日由の原則は、個人意思の臼治とも言われ、所有権絶対の原則、

過失責任の原則とともに、近代私浸、における二原則とされ、資本主義社会にお

ける自由競争原理の法的表現である以l▲、できる限り尊重されなけならないこ

とは言うまでもない。したがって、安易に公序良俗、借地借家法、消費者契約

法等の違反を理由に原状回復媚用特約の無効を認めるへきではなく、慎委な吟

味が必要とされる。

4．二つの裁判例の問題点

（1）大阪高裁平成16年7月30日判決

（イ）「民法の原則は、家賃の鰍こ使闊損耗の修繕費用は考慮されており、

退去時の原状回復義務の相和こは含まれていない」とする′由こついて

原状回復費用特約をした場合、家主側は、家賃に使用損耗分は含ませていな

いとの認識を有していたと考えるのか常識的である。なぜなら、使用損耗分は

家矧こ包含されるとの認識を持ちながら原状阿復費用特約を行ったとすると、

47



建物托貸借（いわゆる借家）契約終r時における原状回復費用を“敷金¶から差し引く特約は有効か川仲）

家主側に原状回復費用の二重取りによる詐欺罪をも成立しかねないが、それは

明らかに行き過きた解釈と言わざるを得ない。

したがって、原状回復費用特約を締結した場合、二重取りの意図が推測しえ

ない以上、使用損耗は家賃に含まれない旨の意思表示をしたと解釈するべきで

あり、民法の原則がたとえ家賃の額に使用損耗の修繕費用を考慮したものであっ

ても、特約が優先されるべきである。

（ロ）「貸主は地方住宅供給公社法により設立された法人であり、賃貸料が

適正になるように努める義務が課されていること」とする点について

貸主は地方住宅供給公祉法により設立された法人であるから賃貸料が退出こ

なるように努めるへきとの理由は当然であるが、使用損耗費用を敷金から差し

引くことから直ちに賃貸料の適正が害されることにはならず、原状回復費用特

約の有効性とはl酎妾関係はないゆえ、使用損耗費を家賃から差し引く特約が公

序良俗に反する理由にはなるとはいえない。

（ハ）「使用損耗については、標準契約書や特優賃法の審議経過、カイトラ

インを通じて退去時にその修繕費周を借主に負担させないように立法・行政が

対応してきており、人阪府建築都市部住宅まちつくり政策課長名で同貸主に対

して、使用損耗を借主には負担させないように指導していたこと」とする点に

ついて

大阪府建築都市部住宅まちつくり政策課長名での貸主である公社に対する通

常損耗を借主には負担させないようにとの指導はいわば内部問題であり、特約

の有効性には直接は関係がない。

（2）京都地裁平成16年3月16日判決

（イ）「賃借人が、賃貸借契約の締結にあたって、明渡し時に負担しなけれ

ばならない使用損耗等による原状Id複費用を予想することは凶難であり、本件

のように賃料には原状回復費用は含まないと定められていても、そうでない場

合に比へて賃料がとの程度安いのかを判断することは困難であるから、賃借人

は、賃貸借契約締結の意思決定にあたっての卜分な情報を白していないといえ

ること」または「本件賃貸借契約のように闘犬回復当用の単価等が定められて
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いる場合であっても（そのような定めがない場合にはなおさら）、H体的な他

用損耗等の有無、原扶回復の要再または原状回復贅用の裾鳩明渡い痔でないと

明らかにはならないこと」もしくは「賃借人が使用損耗の育無等を争おうとす

れば、敷金返還諒求訴訟を振起せさるを得ず、賃借人にとって負拒となること」

とする点について

これらの点は、入居時と退去時の家屋の価格の、HIH汁を衣川Uに真担させ

る、つまり、使用損耗費用の厳格な立証Jl任を家主側にa押させることで解決

できる問題である。その相か不明瞭であるからこそ、このような批判が成り、ナ

つが、その軸が家主により正確に立証されるならは、借lは、帰別として訴訟

の負担を負うことはないDまた、立証貢任の煩雑さを避けたいと思う家には特

約をせず、使用損耗分を家賃に含ませる方法を選択すればよい。

（ロ）「本件のような集合住宅のほ脚潤において、人属申込者は、賃貸人の

作成した賃貸イ昌契約書の契約条項の変更を求めるような交渉ノ」は台していない

から、賃貸人の提ホする契約条件をすへて承諾して契約を締結するか、あるい

は契約をしないかのとちらかの選択しかできないこと」とする点について

借主に交渉力がないと断定するが－一概にそうともいえないし、また仮にそう

だとしても、それは家賃についても交渉力がないのであるから、原扶回復費用

特約を無効としても、家賃が増額されれば「司じことである。

（ハ）r以上に対し、賃は人は、将来の使用指摘封こよる闘犬回復費用を予想

することは可能であるから、これを賃料に含めて岱料額を決定し、あるいは賃

貸借契約締結畔に削‡期間に仙じて定朝の原］ノ冊子夏捌jを定め、そのn担を契

約条件とすることは可能であり、また、このような方法をとることによって、

賃借人は、倒伏回復費用の高い安いを錆指借契約を締結するかとうかの判断材

料とすることかできること」とするノ卓、について

原状回復費用を家賃に含めることかできるのは1然のことであり、わさわざ

王里山として指摘されるまでもない。問題なのは、家賃に入れないで敷金から差

し引くことがなぜ許されないのかということである。
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5．条件付有効説の妥当性について

以上のように無効説の問題点を検討してくると、原状回復費用特約は無効で

はなく有効との結論に到達する。ただし、賃借人保護の観点から無制限に有効

とするへきではない。その意味から、条件付有効説が妥当である。その場合、

倍壬が鵜約の趣旨を十分に理解した上で自Ltlな意思に某っいて特約に同意した

ことが積極「畑こ認定されること、原状回復啓開の算定が厳格適正に行われ、し

かも、そのことが借主に過剰の負担とならないこと、そして、この二点に関す

る立副ヒ遣任を家主側に負わせることが条件になると考える。

（1）特約の説明とそれに対する借主の同意

家主側は借主に対して、原状回復啓開特約とは何かの員の意味を説明し、そ

れに対する借主の木心からのl司意が必要である。たとえは、契約にありがちな

他小文字での文書の配布だけではその説明責任を果たしたことにはならず、家

l側のいわゆる「′1－きた」説明と、それに対する借主の「生きた」承諾を必要

とする。そして、家主側の説明責任に関して疑義が生じたときは、家主側に立

証蓑圧沌負わせる。つまり、不動産取引に関して全くの素人である一般通常人

が、一ノこ全に特約の内容を瑠解でる説明着任を、家主側が十分に果たしたことの

証明責任を家寺側は負担しなければならない。

（2）原状回復出川の厳格な算定とそれに対する家主の立証上1i任

原状回復費用の算定に当たっても、その根拠に関する厳正な証明責任を家＿‡

側は負担寸へきであるが、原状回復費用、つまり、「使用損耗の価格」を厳格

に算出するためには、「人脚寺における建物の価格」と「退去時における建物

の仙格」の推移の過程における次の価格を考慮に入れなければならない。

（a）人臣i時価格

侶主の入居時における建物の価格

（b）退去時価格

倍工の退去時における建物の価格

（C）自然損束毛の価格

使用不使用に関係なく、繹年により自然に建物の価値が減少した分

（d）使川損耗の価格
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借主の通常の使用に伴う建物の損耗価格

（e）過失損耗の価格

倍主の故意過失による使用に伴う建物の指耗価格

そして、借主負担となる（d）と（e）は、（d）＋（e）＝（a）－（b）

－（C）の式によって算出されるが、家主は、（a日b）（C）の正確な金額

を立証する責任を負担し、その結果（d）と（e）を明らかにする義積がある。

（d）（e）の合理的算出をしないで、敷金から差し引くことは債務不履行もし

くは不法行為をも構成する行為ともいえるのである。

（人屑時）　　　　　　　　（退去時）

三　おわUに

本稿で述／＼た問題は、経済取引における大原則であるr契約白山の原則」と、

人間生活の根幹に位置する「住の保護」という、私法における2つの大きな問

題の調整にからむ厄介なものである0本稿では、主として無効説の問題点を指

摘することにより、有効説のIl■の条件付育効説を支持する形で問題解決の糸口

を削旨した。それは、条件付有効説が、この2つの関係を最も合理に調整でき

ると考えたからである。そして、原状回復費用の算定を厳格適山二子了うととも

に、それが借主に過剰負担とならないものとするため、その算定責任を家主側

に求めた。しかし、現実問題としては、先はとの式において、（a）はともか

く、（b）（C）の立証は困難な場合もあり、家主が原状回復費用の厳格な算定
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建物抗貸借（いわゆる借家）契約終了時における原状剛摘鼎を傲釘から差し引く特約は白伽、（山中）

責任を果すことができるのかとの反論も予想される。これに関しては、建物の

構造、規模、用途、年数等の総合的考察から（b）（C）の算出方法を一級化・

客観化することにより、つまり、家主側は、特殊条件を加味したい場合にたけ

その立証を行えばよいとすることで、家主側の負担の軽減化をはかることも考

えられるのであるが、本稿ではその点は明らかにしなかった。これらの一朝は今

後のさらなる検討課題とさせていただきたい。

（1）建物賃持偶契約における使用損耗の貝体例として考えられるものには、日照等に

ょる・．rいふすま・クロスの変色、動こ貼ったポスターや絵画の跡、通常の家只の設

√＝こよるカーペソトのへこみ、柱の角の表伽クロスの剥がれ、通常歩行による男の

擦切りなとがある。これらに対し、たばこによる丑や床の焼き焦げ、引越し作業で

′lしたrJlっかき傷、情主が結露を放置したため拡大したしみ・かびなとは、使用fLi

椛に含まれないとされる。東京都郡市整備局住宅政策推進部不動産業課編集発行

r持工1住宅トラブル跡目ガイトライノ」参照。

（2）大藩潤し大日15年7月121卜判決民集5巻616日二。なお、水人浩二＝田尾挑二・現代借

地借家は満座2偶成丑（日本評論社）84日は、「学説は、敷金の法的性矧こついて、

ィ、規則腎説・解除条†′I什消費寄託説と質契約とから混成される無名契約説、相殺r

約親、偵催琶説、停止条件ィ、」返還債務をィ、l′う金銭所有権移転説なとに分かれ、最後

の説と債権質説とが打力であったが、当該判決が最後の説によったところから、ヴ

説lも、掛1条イ′1付返還イ加隊を伴う所有稚移転説が通説となった。」とする。

（3）足野英・借地・帖家法（r去律苧全集　有斐閣）256百は、「敷金とは、不動産特

に建物の17甜拝契約にさいし、G借入の賃料債務その他の債務を担保する臼的で、

廿†貴人からほほ人に交†、†される金銭であって、契約終了のさいに、持借入の金銭債

務で不履行のものがあれば当然その朝が減額され、債務不履行がなければ李朝、賃

借人に返還されるへきものをいう。従って、敷金という言葉が使用されていても、

無条件にH貸人に支払われ、返還されない趣旨の明らかなものは、ここにいう敷金

ではない。また、それ以外の言葉が使川されていても、右の性格のものは敷金であ

る。」としている（，

（4）最判昭和4咋2月2日判決　民集27巻1弓80白二〕

（5）なお、建物nH惜契約の際、用借料以外に　析して借lから債1一に支払われる金

銭として、前にも触れたが敷金のはかに樅利金、保許金尤とがある。催利金は、一

拝して支払われる州Illであり、敷金と異なり担保的性桁を付しないものとされるの

に女、iL、保証金は、敷金司様担保的機能を育するとされる。しかし、樅利金と称さ

■‾」



建物持賃借（いわゆる借家）契約終了時における原仰視費用を“敷金から差し引く特約は有効か（口中）

れていてら担保的機能を自する場合もあり、また、備l金には他の肘各も併存する。

したがって、甲に名称で、l棚研するのではなく、損即J機能を自うるかとうかで、美

質的息味明「敷剣かとうかを判断する必裳かあろう（昭トUF」射1256日割り。

（6）判例時報用77号7：氾

（7）なお、敷金木返還情的H体については、般的には石動とする説が多い（，たとえ

ば、星野・前掲パ267山は、「一にの事‥■かある場合には敷金を返還しない（没収す

る）旨の特約も閑々見受けられる0多いのは、椚豪がn代人等の故意過失によって

－戚失した場合についてのそれである‖「用題は、これかすへて在勤か、定の場合に

限り†】効とするかである0工1偶人に故意過失がある場合に没収する旨の特約のみを

有効とうる説、ほほ人の品こ帰す／＼き州1による場合にも没収うるという部分のみ

無効とする乱一榔こ白効とする∩紙とがある0ィ、り抗力に止る場合にも没収する

という部分と、門貸人の1】王に帰すへき封巾による場合にも劇射るという部分は無

効と角される0　一般には、これに上り肘川’｛裾を友払う、・H描かか由二同意していれば、

全邦石効といってもよい。」とする。

（8）判例時報185鍔99頁0なお、原用である抑圧地軋凪崎支附′曲4ifHけ日日判決

は、指定優良tH汁f一己の供給の促進に保Iづる法津（以1、4帽持仏という。）およ

ひ住七金融公仲rJ、（以卜、公怖法という0）の越川を受けるマ／ンヨンの・室を代

目していたmlか、山1該建物Li日付一契約の終了にあたって、U的物の通常の使用に

伴う椙耗（使m椙拙）分　憎修　子彗（ふすま、～恨、クロスの張智明彗）および玄関

鍵の校則七用を敷金から控除されたことに対して、刷整除については借主の同描か

なく、またl瑚矧徐は牲優日払および公植亮に違反する程檻か著1ノく、公序14付iに反

し無効であると－ト脹して、Ⅰ‡主に刈しその返還を求めた車懐において、侶HH潤

に便刷日経分およひ玄閲鍵の根幹えを借主のn坦とうる特約が成立している′巾には

隼いかないことをHり促に、存相川の控除は、キ■f優n扶お上び公悌はの精神にもとる

としても、公序良俗に反し無効であるとまではいえないとして、借1の請求を菓即

した。

（9）なお、棚番である大阪地訪堀川1所平成15年7m8日机決は、本件原状回視的斬闇、

使川根J斬）佗絹狩川を什†一にMJさ1±るものとして成、・′しており、Hlに「不1な

負担」と左ることを伍はの条目としてほならないと定める拍優に法施行規則13条や

公伸法地目剃り10条に違反せず、無効－ごはないとして、J州rr撒津川として控除さ

れた敷金の返還を求めた侶主の請求を棄捌している。




